
議案第１０号 

 

   大口町精神障害者医療費支給条例の一部改正について 

 

 大口町精神障害者医療費支給条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるも

のとする。 

 

  平成２３年３月３日提出 

 

                     大 口 町 長  森     進 

 

 （提案理由） 

この案を提出するのは、精神障害者医療費の助成拡大に伴い、この条例の一部を

改正するため必要があるからである。 
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大口町精神障害者医療費支給条例の一部を改正する条例 

 

大口町精神障害者医療費支給条例（平成１９年大口町条例第３２号）の一部を次

のように改正する。 

第３条中「であるものとする」を「である者のうち次の各号のいずれかに該当す

るものとする」に改め、同条に次の３号を加える。 

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令（昭和２５年政令第１５５

号）の規定による１級又は２級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている

者 

(2) 障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）の規定による自立支援医療

受給者証の交付を受けている者（前号に該当する者を除く。） 

(3) 精神病床において入院医療を受けている者（第１号に該当する者を除く。） 

第６条第１項中「疾病」を「疾病又は負傷」に、「（通院医療においては、障害

者自立支援法施行令（平成１８年政令第１０号）第１条第３号の精神通院医療に限

り、入院医療においては、精神病床への入院治療に限る。）」を「（次の各号に掲

げる受給資格者の区分に応じ、当該受給資格者に対する当該各号に定める医療に関

する給付に限る。）」に改め、同項に次の３号を加える。 

(1) 第３条第１号に規定する者 すべての通院医療及び入院医療 

(2) 第３条第２号に規定する者 通院医療のうち障害者自立支援法施行令（平成

１８年政令第１０号）第１条第３号に規定する精神通院医療 

(3) 第３条第３号に規定する者 精神病床への入院医療 

第７条中「この条例による通院医療による医療費の支給を受けようとする受給資

格者は」を「第３条第１号及び第２号に規定する受給資格者は」に改める。 

第８条中「第６条第１項の規定により通院医療による医療費の支給を受けようと

する場合は」を「この条例による医療費の支給を受けようとする場合は」に改める。 

第９条第１項中「通院医療」を「医療」に改め、同条第３項を次のように改める。 

３ 前２項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は、受給者に支給す

べき額の限度において、当該受給者が医療等に関し医療機関等に支払った費用を、
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受給者からの申請により当該受給者に支払うものとする。 

附 則             

１ この条例は、平成２３年７月１日から施行する。 

２ 改正後の大口町精神障害者医療費支給条例の規定は、この条例の施行の日以

後に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療については、なお従前の例

による。 
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大口町精神障害者医療費支給条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（受給資格者） 

第３条 この条例により、精神障害者医療費

の支給を受けることができる者（以下「受

給資格者」という。）は、本町の区域内に

住所を有する精神障害者で、国民健康保険

法（昭和３３年法律第１９２号）の被保険

者又は規則で定める法令（以下「社会保険

各法」という。）による被保険者、組合

員、加入者若しくは被扶養者である者のう

ち次の各号のいずれかに該当するものとす

る。 

 (1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律施行令（昭和２５年政令第１５５

号）の規定による１級又は２級の精神障

害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

(2) 障害者自立支援法（平成１７年法律第

１２３号）の規定による自立支援医療受

給者証の交付を受けている者（前号に該

当する者を除く。） 

(3) 精神病床において入院医療を受けてい

る者（第１号に該当する者を除く。） 

（受給資格者） 

第３条 この条例により、精神障害者医療費

の支給を受けることができる者（以下「受

給資格者」という。）は、本町の区域内に

住所を有する精神障害者で、国民健康保険

法（昭和３３年法律第１９２号）の被保険

者又は規則で定める法令（以下「社会保険

各法」という。）による被保険者、組合

員、加入者若しくは被扶養者であるものと

する。 

（支給の範囲） 

第６条 町長は、精神障害者の疾病又は負傷

について国民健康保険法又は社会保険各法

の規定による医療に関する給付（次の各号

に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該受

給資格者に対する当該各号に定める医療に

関する給付に限る。）が行われた場合にお

いて、当該医療に関する給付の額と当該疾

病又は負傷について法令の規定により国又

は地方公共団体の負担による医療に関する

給付が行われた場合における給付の額との

合計額が当該医療に要する費用の額に満た

ないときは、規則の定める手続に従い、そ

（支給の範囲） 

第６条 町長は、精神障害者の疾病について

国民健康保険法又は社会保険各法の規定に

よる医療に関する給付（通院医療において

は、障害者自立支援法施行令（平成１８年

政令第１０号）第１条第３号の精神通院医

療に限り、入院医療においては、精神病床

への入院治療に限る。）が行われた場合に

おいて、当該医療に関する給付の額と当該

疾病について法令の規定により国又は地方

公共団体の負担による医療に関する給付が

行われた場合における給付の額との合計額

が当該医療に要する費用の額に満たないと
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新 旧 

の者に対し、その満たない額に相当する額

（以下「医療保険自己負担額」という。）

を精神障害者医療費（以下「医療費」とい

う。）として支給する。 

 

きは、規則の定める手続に従い、その者に

対し、その満たない額に相当する額（以下

「医療保険自己負担額」という。）を精神

障害者医療費（以下「医療費」という。）

として支給する。 

(1) 第３条第１号に規定する者 すべての

通院医療及び入院医療 

(2) 第３条第２号に規定する者 通院医療

のうち障害者自立支援法施行令（平成１

８年政令第１０号）第１条第３号に規定

する精神通院医療 

(3) 第３条第３号に規定する者 精神病床

への入院医療 

２ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 略 

 
（精神障害者医療費受給者証） 

第７条 第３条第１号及び第２号に規定する

受給資格者は、規則の定めるところにより

あらかじめ町長に申請し、この条例による

医療費の支給を受ける資格を証する精神障

害者医療費受給者証（以下「受給者証」と

いう。）の交付を受けなければならない。 

（精神障害者医療費受給者証） 

第７条 この条例による通院医療による医療

費の支給を受けようとする受給資格者は、

規則の定めるところによりあらかじめ町長

に申請し、この条例による医療費の支給を

受ける資格を証する精神障害者医療費受給

者証（以下「受給者証」という。）の交付

を受けなければならない。 

（受給者証の提示） 

第８条 前条により受給者証の交付を受けた

受給者は、この条例による医療費の支給を

受けようとする場合は、病院、診療所若し

くは薬局又はその他の者（以下「医療機関

等」という。）について診療、薬剤の支給

又は手当を受ける際、当該医療機関等に受

給者証を提示するものとする。 

 

（受給者証の提示） 

第８条 前条により受給者証の交付を受けた

受給者は、第６条第１項の規定により通院

医療による医療費の支給を受けようとする

場合は、病院、診療所若しくは薬局又はそ

の他の者（以下「医療機関等」という。）

について診療、薬剤の支給又は手当を受け

る際、当該医療機関等に受給者証を提示す

るものとする。 

（支給の方法） 

第９条 町長は、受給者が医療機関等で医療

を受けた場合には、医療費として当該医療

等を受けた者に支給すべき額の限度におい

て、その者が当該医療に関し当該医療機関

（支給の方法） 

第９条 町長は、受給者が医療機関等で通院

医療を受けた場合には、医療費として当該

医療等を受けた者に支給すべき額の限度に

おいて、その者が当該医療に関し当該医療
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新 旧 

等に支払うべき費用を、その者に代わり、

当該医療機関等に支払うことができる。 

 

２ 略 

３ 前２項の規定にかかわらず、町長が特に

必要と認める場合は、受給者に支給すべき

額の限度において、当該受給者が医療等に

関し医療機関等に支払った費用を、受給者

からの申請により当該受給者に支払うもの

とする。 

  

機関等に支払うべき費用を、その者に代わ

り、当該医療機関等に支払うことができ

る。 

２ 略 

３ 町長は、受給者が医療機関等で入院医療

を受けた場合には、医療費として当該受給

者に支給すべき額の限度において、その者

が当該医療等に関し当該医療機関等に支払

った費用を、受給者からの申請により、当

該受給者に支払うものとする。 

 

  

  

  

 


